
１．新規 
２．更新 
３．登録の移転 

 

 
 
様式第七号の二の二（第十四条の十関係） 

                                                         （A４）                             

３ ５ ０ 

宅地建物取引士証  
交 付 申 請 書 

 
  
                              

                                下記により、宅地建物取引士証の交付を申請します。 

 
                                                   令和   年  月  日 

静 岡 県 知 事  殿 
                       郵便番号（    －     ） 
 

申請者   住  所                                      
  

氏 名                                      
申請の種類     

  
   
 

   受付番号  受付年月日 申請時の登録番号 
               ２ ２          

   受講年月日 
 

 
   

 
 

    

   
    

 

  

住   所  
 

電話番号（    ）    － 
  

（フリガナ） 
 

氏   名 

 
  

 

  
生 年 月 日 

  大正・昭和・平成        年   月   日 
  

業務に従事している 
宅地建物取引業者に 
関する事項 

 
商号又は名称 

 
 

  

免 許 証 番 号  国土交通大臣 
      知事 （  ）第      号 

  

新 規 の 場 合 試験の合格後 1 年を経過 
しているか否かの別 

1 年を経過して         

  
更新又は登録 
の移転の場合 

現に有する取引士証の

有効期限 

 
 

令和    年   月   日 
 

＊ 

 

い る 
いない 

＊

＊ 

 

確認欄 
 ＊ 

 

※ 静岡県証紙は協会で貼付します 
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